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第 6 章 基本理念、基本目標の設定 

6.1 前橋市水道事業の基本理念、基本目標 

本市では、「第七次前橋市総合計画」を最上位計画とし、「新しい価値の創造都市・前橋」を将

来都市像としてまちづくりを推進しています。この計画では、６本の柱のもとまちづくりを推進

していくこととしており、水道事業は人口減少・少子高齢社会に対応した都市基盤の構築を推進

し、将来にわたり安全で、安心して暮らせるまちを目指す「持続可能なまちづくり」のなかで、都

市機能の充実と安全・安心の確保に努めていくことが求められています。 

また、水道事業を持続的に運営していくうえでは、進行する施設の老朽化、頻発する自然災害、

人口減少や高齢化の急激な進展による経営環境の変化等に柔軟に対応し、運営基盤の強化を図

ることが重要となります。 

このような状況を受け、本市水道事業においては、市民が将来にわたり安全安心に水道を使

える状態を目指していくという思いを込めて、「未来に向け持続可能な水道」を基本理念とし

て位置づけます。また、国土交通省の「新水道ビジョン」が掲げる「安全」「強靭」「持続」の３つの

観点から基本目標を整理するとともに、８つの基本施策と２１の実施施策に取り組みます。 

なお、それぞれの施策は、２０１５年の国連サミットで採択された２０３０年までの世界共通の

開発目標である「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の１７の国際目標と結び付けて展開するものと

します。 

  

～第七次前橋市総合計画より～ 
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● 持続可能な開発目標（SDGｓ） ● 

 

 

● 水道の理想像 ● 

 
出典）新水道ビジョン（平成 25 年 3 月、厚生労働省健康局）     
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